
　　令和７年４月現在の勤務医の勤務状況 　目　標 　　勤務医負担軽減の評価体制

　　　１．医師数　常勤 ５名　非常勤２．７７名

　　　２．週平均勤務時間　　常勤　３９．９１時間　　

　　　　　　　　　　　　　非常勤１０７．４０時間

　　　３．当直回数　　　月平均５.２回

　　　　 （直近で、最大１０回　最小０回）

⑧

・医師によるレセプト点検 ・医事職員により、担当医（主治医）ごとに仕分け
　し配布後医師による点検をしている。

・レセプト点検システムを更に活用し、医師によるレ
　セプト点検作業時間の短縮等を図る。

・レセプト点検システムによる点検作業は、継続中
　で、平成２６年５月に医事業務委託業者が、最新
　のシステムを導入し、データを蓄積しながら点検
　精度の向上を図っている。

・平成２６年１０月より、医師事務作業補助者に係
　る業務委託契約を締結して、2人体制を維持し、
　担当医師の指示のもと、作業を行っている。

・今後も業務委託を継続し、電子カルテ入力業務も含
　めて、見直しをしながら、医師の負担軽減を図る。

・担当医師の指示のもとでの作業内容の充実に努
め、電子カルテ業務を行い医師の負担軽減を図る。
令和７年１月より、医師事務作業補助体制加算２の
５０対１とした。

⑦ ・医師事務作業補助者

・常勤医師に連続当直を行わせないため、大学病院
　など他の医療機関からの応援医師に、日当直を依
　頼し常勤医師の負担軽減を図っている。

・今後も、常勤医の連続当直を減らすために、大学病
院など他の医療機関と連携を深め、日当直を担当する
医師確保に努める。

・大学病院など他の医療機関等と連携を図り、医師
確保に努めている。

・今後も、継続して行い、一定時間の休息時間の確保
に努める。

・前日の終業時刻と翌日の
始業時刻の間の一定時間の
休息時間の確保（勤務間イ
ンターバル）

・当直翌日の業務内容に対
する配慮

・当直翌日の業務は、必要最小限として終わり次
第、休息が取れるように配慮している。

・今後も、継続して行い、業務内容に配慮しながら、
医師の負担軽減を図る。

・継続して行い、一定時間の休息時間を確保する。

・大学病院など他の医療機関等と連携を図り、医師
確保に努めている。

・継続して行い、業務内容については、配慮する。
・大学病院など他の医療機関等と連携を図り、医師
確保に努めている。

④
・勤務計画上、連続当直を
行わない勤務体制の実施

⑤

・当直明けの業務は、必要最小限として終わり次
第、休息が取れるように配慮し、勤務間インターバ
ルを確保している。

⑥

①

・看護師が実施可能とな
　っている医療行為（静
　脈路確保、静脈注射、
　採血等）について

・現在も静脈路確保、静脈注射、採血等については
　実施している。
・平成２３年５月から、ＣＶポート針の刺針の実施
　を加え実施している。

・看護師が可能な業務（静脈路確保、静脈注射、採
　血等）を整理し、病院全体で共有することにより、
　業務量及び業務内容の平準化を図る。
・また、新採用看護職員に対する、手技の研修を実
　施する。

・静脈留置、静脈注射、採血及びＣＶポートについ
　ては、達成状況にある。
・新人看護師への教育は、継続し実施している。
・研修就労（合格）後、直接静脈穿刺法による採血
の実施
・

・看護師の特定行為により、医師の負担軽減を図る。

  気管カニューレ交換をほぼ全例、定期的に実施。

③
・入院患者の持参薬の確認 ・現在は、医師から依頼のあった患者に対し、薬品

　の情報提供を実施している。
・持参薬を確認し、医薬品の副作用等の情報を速や
　かに提供し、医師の負担軽減に努める。

・現在は、原則として全患者の持参薬を確認し、薬
　品の情報提供を行っている。今後も、継続し医師
　の負担軽減に努める。

②

・病棟患者の服薬指導 ・現在も、一部の患者に対し実施している。 ・服薬指導可能な病棟患者に対し、服薬指導を通じ
　て把握した患者の内服薬等の情報と、医薬品の副
　作用情報等を照らし合わせ、使用方法等の確認が
　必要な場合に、医師への情報をより一層推し進め
　、医師の負担軽減に努める。

・令和７年３月現在、薬剤師が２名のため、服薬指
導が必要な全ての患者へは指導ができない状況にあ
る。４月から３名となるため、医師への情報提供を
充実させる。

五戸総合病院における勤務医及び看護師負担軽減計画 令和７年４月１日

　　○　当院では、従来より勤務医の勤務状況を把握し、改
　　　善すべき点については、各部署の責任者等への指導に
　　　より対応してきたが、勤務医の負担軽減を勧めるため
　　　には、全てのコメディカルを含めた協力体制が必要で
　　　あることから、医政局の役割分担通知に基づき、医師
　　　が担っていた業務等の他職種への分担を今後も推し進
　　　めることとする。

　　○勤務医負担軽減に係る責任者を院長とする。
　　○勤務医及び看護師負担軽減推進委員会で勤務医及び看護師負
　　担軽減対策に関する会議を年２回開催し負担軽減の成果等につ
　　いて結果を基に計画の達成状況の評価及び計画の見直しを行う。
　　（構成員：院長、総看護師長、薬剤長、事務局次長、事務局員）
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項　　　　目 現　　　　　　　状 目標達成のために必要な対応 令和７年３月末 達成状況

・病棟クラーク(事務補助)

　の病棟配置

・外来クラーク(事務補助)

　の中央処置室配置

⑱

・初診時の予診の確認、入院の説明の実施、検査手順
の説明の実施等、特定の職種、職員に偏ることなく、
対応可能な業務は分担し、医師、看護師の負担軽減を
目指す。

・説明資料の作成や入力作業等を事務で行い、医
師、看護師の負担軽減を図った。・各業務の平準化

・病棟、外来の手書きでの事務的作業量が多く、医
師、看護師が本来の業務を行う時間的負担も多く
なってきている。

⑰

・入院患者数にもよるが、病棟にて入院患者の事務
　的作業量が多く、看護師が本来の看護業務を行う
　時間的負担も多くなってきている。

・今後は、病棟クラーク(事務補助)を採用すること
　により、入院患者の事務作業を担当させ、看護師
　の負担軽減を図る。

・病棟クラークは、令和６年３月から、２名体制と
　し、各病棟に配置して、入院患者の事務作業を行
　っている。外来クラークは、令和元年１０月から
　１名体制とし中央処置室にて処置伝票の事務作業
　を行っている。今後も業務内容の充実と進めて、
　看護師の負担軽減を図る。

・外来患者数にもよるが、中央処置室を中心に看護
　師の事務作業量も多く、患者の待ち時間が長くな
　ってきている。
　

・外来患者数にもよるが、中央処置室を中心に外来
　クラークの事務作業の効率化により、患者の待ち
　時間の軽減を図る。

⑯

・夜勤専従体制の採用
・夜間救急外来の再任用の管理当直専従がいない。
スタッフ当直専従２名のうち１名が期間終了して
退職した。

・再任用者を夜勤専従の看護師として採用し、増員
　によって交代制と併用しながら、夜勤回数の負担
　軽減を図る。
・日中の外来看護師の人員確保を図る。
・９月から救急外来専門の会計年度看護師を１名採

・平成２８年４月からの新体制で、救急外来の交代
　制勤務と夜勤専従体制の定着化の強化を積極的に
　努めた結果、再任用者の夜勤専従希望があり、
　令和５年４月から実施している。

　用予定。

⑮
・薬剤師の採用

・薬剤師は１人増え、３人体制となったが、欠員が
出ると、医師に対して薬剤に係る十分な情報提供が
されなくなる。

・薬剤師を随時募集し、増員することによって医師
　の負担軽減を図る。

・薬剤師については、募集をしても、現在は確保
が困難な状況にあるが、修学資金利用者が、勤務
することになれば、医師の負担軽減が図られる。

⑭

・介護福祉士の採用
・平成２７年４月に介護福祉士を採用し、介護に係
　る業務を担当させているので、看護師は本来の
　看護業務が出来るようになってきている。

・今後も介護福祉士を採用することにより、介護に
　係る業務を担当させ、看護師の負担軽減を図る。

・介護福祉士を、平成２８年４月から２名採用し、
　５名体制に増員したが、１名退職し４名体制と
　なっている。今後、増員は難しいため業務内容
　の充実と確保に努め、看護師の負担軽減を図る。

⑬
・注射オーダの導入 ・平成２５年度に入院・外来ともに注射オーダを

　開始し、注射伝票へ記入する医師の、相当の
　時間を要する負担を軽減している。

・今後も医師による注射オーダを更に活用し、医師
　の負担軽減を図る。

・入院注射オーダは、平成２５年９月から開始、
　外来注射オーダは平成２６年３月から開始して、
　医師の負担軽減を図っている。

⑫

・画像オーダの導入 ・画像撮影をオーダする際には、放射線科撮影依頼
　伝票に、医師又は医師の指示を受けた看護師が撮
　影部位等を記載している。

・画像オーダを導入することにより、今まで伝票に
　手書していた時間を削減できる。看護師が、本来
　の業務に専念できる環境を整える。

・ＰＡＣＳシステム更新と一緒に、画像オーダーに
　ついてもマスターコード等の整備を進め、平成
　３０年３月末より、運用開始した。伝票に関する
　看護師の負担軽減が図られている。

⑪

・退院調整業務 ・退院調整業務の必要性が増大し、患者のみならず
　周辺の医療機関及び介護施設からの問合せ等が多
　く、十分な人員の配置と業務の拡充が必要な状態
　である。

・現在、看護師を専任で配置し、社会福祉士を専従と
することにより、退院調整の業務を充実させ病棟看護
師等の負担を軽減する。

・平成２６年４月に社会福祉士を採用し、平成
　２９年４月に新たに採用し、２名体制として
　地域医療連携室と病棟の連携強化を図っている。

⑩

・看護補助者の増員
・看護補助者が不足しているため、看護師が不足分
　を補って本来の看護師の業務ができていない。

・病棟に十分な数の看護補助者を配置し、看護師が
　行っていたベットメイキングや清潔援助、環境整
　備及び患者の移送等を看護補助者が実施し、看護
　師の本来の業務ができる環境を整備する。

・看護補助者の配置を見直すとともに、不足人員分
　の確保に努め、看護師の負担軽減を図っている。

⑨ ・看護師の採用

・病気休暇、産休及び育児休暇等の長期休暇が出る
と、看護師が不足し、医師に対して十分なフォロー
ができなくなる。

・看護師を随時募集（臨時・パートを含む）し看護師
の人員確保に努める。９月から救急外来専門の会計年
度看護師を１名採用予定。

・看護師については、広報活動や常時募集中として
　の実施を行い、人員の確保に努めている.


